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�愛媛県告示第１１０６号
次のとおり落札者を決定した。

平成１８年７月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１０７号
次のとおり落札者を決定した。

平成１８年７月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１０８号
次のとおり落札者を決定した。

平成１８年７月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

落札に係る物品等の名称及び
数量

契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続き 入 札 公 告 日

庁内ＬＡＮサーバシステム用
機器の借入れ一式

愛媛県企画情報部
管理局情報政策課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成１８年６月３０日
西日本電信電話株式会
社四国支店
愛媛県松山市一番町四
丁目３番

２６，４６０，０００円
（月額） 一般競争入札 平成１８年５月１９日

落札に係る物品等の名称及び
数量

契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続き 入 札 公 告 日

通信指令システム一式の借上
げ

愛媛県警察本部警
務部会計課
愛媛県松山市南堀
端町２番地２

平成１８年７月１０日
日本キャピタル株式会
社
東京都港区西新橋二丁
目１５番１２号

６，０２８，４７０円
（月額） 一般競争入札 平成１８年５月２６日

落札に係る物品等の名称及び
数量

契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続き 入 札 公 告 日

ＡＰＲ形携帯用無線機（ＡＰ
Ｒ－ＷＴ１） １４１式

愛媛県警察本部警
務部会計課
愛媛県松山市南堀
端町２番地２

平成１８年６月２８日

パナソニックＳＳエン
ジニアリング株式会社
四国ＰＳＳＥ社
香川県高松市勅使町１８
１番地５

４７，３３９，９８５円 一般競争入札 平成１８年５月１９日

毎週（火・金）曜日発行 第１７７９号 平成１８年７月２１日

平成１８年７月２１日金曜日 第１７７９号

愛 媛 県 報

６３７
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�愛媛県告示第１１０９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

、医療機関を次のように指定した。

平成１８年７月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１１０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

指定した医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１８年７月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１１１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した

。

平成１８年７月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１１２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定

した。

平成１８年７月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
指 定
年 月 日

医療法人河本会
河 本 医 院

医療法人
河 本 会

新居浜市新須賀町四丁
目５番３６号

平成１８年
７月１日

皮フ科・形成外
科はらだクリニ
ック

医療法人
はらだクリニッ
ク

新居浜市上原三丁目１
番２９号

平成１８年
６月１日

株式会社
東予薬局中須賀
店

株式会社
東 予 薬 局

新居浜市中須賀町一丁
目６番１１号

平成１８年
７月１日

増田泌尿器科 医療法人
増田泌尿器科 伊予市上野１６１６番地１ 平成１８年

６月１日

くらの耳鼻咽喉
科アレルギー科
クリニック

藏 野 晃 治 四国中央市中之庄町２８
４－４

平成１８年
６月１３日

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
廃 止
年 月 日

あきやま薬局 秋 山 一 恵 新居浜市高津町１－１５ 平成１８年
４月１６日

河 端 薬 局 河 端 秀 樹 四国中央市下柏町７２２
－１

平成１８年
３月３１日

アイン薬局四国
中央店

株式会社
アインファーマ
シーズ

四国中央市上分町７３４
－３

平成１８年
７月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社シンコー 広島県福山市松永町五丁目
５番２５号

ハートフルケアホームあけ
ぼの 今治市室屋町六丁目１－９ 平成１８年６月１５日

有限会社福岡メディカル 南宇和郡愛南町一本松３５１７
番地１

有限会社福岡メディカル宇
和島事業部

宇和島市朝日町三丁目５番
２５号 平成１８年６月２１日

医療法人綮愛会 四国中央市上分町７３２番地
１ 一般型通所介護いしかわ 四国中央市上分町７３８番地

２ 平成１８年６月５日

医療法人綮愛会 四国中央市上分町７３２番地
１

認知症対応型通所介護いし
かわ

四国中央市金田町金川字井
ノ上１３７番地５ 平成１８年５月２６日

有限会社ケアステーション
やすらぎ

四国中央市金生町下分９６９
番地の１

デイサービスセンターやす
らぎ

四国中央市金生町下分９６９
番地の１ 平成１８年６月２１日

有限会社レインボープラス 北宇和郡鬼北町近永１３１０番
地５ 訪問介護事業所虹の森 北宇和郡松野町延野 １々４４８

－１ 平成１８年６月２２日

日装工学株式会社 新居浜市南小松原町１１番４
号 日装工学株式会社 新居浜市南小松原町１１番４

号 平成１８年７月３日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社ケアステーション
やすらぎ

四国中央市金生町下分９６９
番地の１

指定居宅介護支援事業所や
すらぎ

四国中央市金生町下分９６９
番地の１ 平成１８年６月２１日

愛 媛 県 報平成１８年７月２１日 第１７７９号

６３８
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�愛媛県告示第１１１３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（特定福祉用具販売事業者）を次のように

指定した。

平成１８年７月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１１４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した

。

平成１８年７月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

医療法人仁明会 今治市南宝来町三丁目２番
地３

指定居宅介護支援事業所は
とり

今治市南宝来町三丁目４番
地１ 平成１８年６月１日

介 護 機 関 （ 特 定 福 祉
用 具 販 売 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

特 定 福 祉 用 具 販 売 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社福岡メディカル 南宇和郡愛南町一本松３５１７
番地１

有限会社福岡メディカル宇
和島事業部

宇和島市朝日町三丁目５番
２５号 平成１８年６月２１日

株式会社翼 香川県高松市林町１９９４番地
３ 株式会社翼 新居浜市宇高町一丁目３番 平成１８年６月２８日

うららか福祉サービス株式
会社 新居浜市江口町１番４８号 うららか福祉サービス株式

会社 新居浜市江口町１番４８号 平成１８年６月２８日

有限会社アウラ 伊予市下吾川１６３４番地３ 有限会社アウラ 伊予市下吾川１６３４番地３ 平成１８年６月２８日

日装工学株式会社 新居浜市南小松原町１１番４
号 日装工学株式会社 新居浜市南小松原町１１番４

号 平成１８年７月３日

有限会社東予ケア・サービ
ス 新居浜市垣生１－６－２５ 有限会社東予ケア・サービ

ス 新居浜市垣生１－６－２５ 平成１８年７月４日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社福岡メディカル 南宇和郡愛南町一本松３５１７
番地１

有限会社福岡メディカル宇
和島事業部

宇和島市朝日町三丁目５番
２５号 平成１８年６月２１日

有限会社アウラ 伊予市下吾川１６３４番地３ 有限会社アウラ 伊予市下吾川１６３４番地３ 平成１８年６月２８日

社会福祉法人愛隣園 松山市神田町３番１９号 指定短期入所生活介護特別
養護老人ホームガリラヤ荘 東温市松瀬川乙１０２０番地 平成１８年６月２９日

社会福祉法人愛隣園 松山市神田町３番１９号 デイサービスセンターガリ
ラヤ荘 東温市松瀬川乙１０２０番地 平成１８年６月２９日

有限会社レインボープラス 北宇和郡鬼北町近永１３１０番
地５ グループホーム虹の森 北宇和郡松野町延野 １々４４８

－１ 平成１８年６月２２日

財団法人積善会 新居浜市北新町１番５号 愛媛十全医療学院附属病院 東温市南方５６１番地 平成１８年６月２８日

愛 媛 県 報平成１８年７月２１日 第１７７９号

６３９
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�愛媛県告示第１１１７号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定

により、次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成１８年７月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１１８号
平成１８年愛媛県内水面漁場管理委員会指示第２号に基づき

コイがコイヘルペスウイルス病にかかり又はかかっている疑

いがあると認められ、コイの持ち出しの制限をする水域を次

のとおり定め、公表する。

平成１８年７月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県と高知県の県境から上流の渡川水系（広見川、目黒

川及び家地川の本支流）及びこれと連接一体をなす内水面

�愛媛県告示第１１１５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（特定介護予防福祉用具販売事業者）を次

のように指定した。

平成１８年７月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１１６号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障害福祉サービス事業者を指定し

た。

平成１８年７月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１１９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

介護機関（特定介護予防
福祉用具販売事業者）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

特定介護予防福祉用具販売事業を行う事業所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社福岡メディカル 南宇和郡愛南町一本松３５１７
番地１

有限会社福岡メディカル宇
和島事業部

宇和島市朝日町三丁目５番
２５号 平成１８年６月２１日

有限会社アウラ 伊予市下吾川１６３４番地３ 有限会社アウラ 伊予市下吾川１６３４番地３ 平成１８年６月２８日

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 指定障害福祉

サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所 指 定
年 月 日名 称 主たる事務所

の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００１００２２１１６３ 有限会社ケアセンター宇和島
宇和島市丸之内二丁
目１番７号 仲 田 政 子 身体障害者外

出介護
有限会社ケアセンタ
ー宇和島

宇和島市丸之内二丁
目１番７号

平成１８年
７月７日

３８０００２００２５０１６１ 有限会社ケアセンター宇和島
宇和島市丸之内二丁
目１番７号 仲 田 政 子 知的障害者外

出介護
有限会社ケアセンタ
ー宇和島

宇和島市丸之内二丁
目１番７号

平成１８年
７月７日

３８０００３００２０３１６９ 有限会社ケアセンター宇和島
宇和島市丸之内二丁
目１番７号 仲 田 政 子 児童外出介護 有限会社ケアセンタ

ー宇和島
宇和島市丸之内二丁
目１番７号

平成１８年
７月７日

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２１
年８月
４日

愛媛県
第１２３７
号

混合有
機質肥
料

宇和混
合有機
１号

窒素全
量５．５
りん酸
全量
７．０

公定規
格のと
おり

宇和鉱業株式
会社
愛媛県西予市
野村町野村５
号１１１番地

平成２１
年８月
４日

愛媛県
第１２３８
号

混合有
機質肥
料

宇和混
合有機
特号

窒素全
量６．０
りん酸
全量
７．０

公定規
格のと
おり

宇和鉱業株式
会社
愛媛県西予市
野村町野村５
号１１１番地

平成２１
年８月
４日

愛媛県
第１２３９
号

混合有
機質肥
料

粒状宇
和混合
有機特
号

窒素全
量６．０
りん酸
全量
７．０

公定規
格のと
おり

宇和鉱業株式
会社
愛媛県西予市
野村町野村５
号１１１番地

平成２１
年８月
１５日

愛媛県
第１２５４
号

混合有
機質肥
料

本ぼか
し

窒素全
量７．０
りん酸
全量
６．０

公定規
格のと
おり

宇和鉱業株式
会社
愛媛県西予市
野村町野村５
号１１１番地

平成２１
年７月
２７日

愛媛県
第１２６４
号

混合有
機質肥
料

なたね
ぼかし

窒素全
量４．５
りん酸
全量
２．０

加里全
量１．０

公定規
格のと
おり

宇和鉱業株式
会社
愛媛県西予市
野村町野村５
号１１１番地

平成２１
年８月
１５日

愛媛県
第１２５３
号

副産石
灰肥料

粒状て
ん炉さ
い

アルカ
リ分
４３．０
く溶性
苦土
２．０

公定規
格のと
おり

株式会社研農
高知県高知市
萩町一丁目９
番４８号

愛 媛 県 報平成１８年７月２１日 第１７７９号
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その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年７月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１２０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年７月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１２１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年７月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１２２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年７月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１２３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年７月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 六軒家石手線 松山市石手三丁目甲５５１番２
旧 １１．２～１１．８ ０．０１０

新 １４．８～１５．２ ０．０１０

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 鳥首五十崎線
喜多郡内子町五十崎乙２５４番８地先から

同町五十崎甲３６８番３まで

旧 ６．０～３５．０ ０．１７９

新 ６．０～３０．０ ０．１７９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 鳥首五十崎線
喜多郡内子町五十崎乙２５４番８地先から

同町五十崎甲３６８番３まで
平成１８年７月２１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 広見吉田線
宇和島市三間町曽根６６８番地先から

同町是能１４４４番地先まで

旧 ５．０～７．０ ０．１５５

新 １２．０～１８．０ ０．１５５

愛 媛 県 報平成１８年７月２１日 第１７７９号
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�愛媛県告示第１１２５号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１８年７月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

四国中央市川之江町字濱田２６５１番３

２ 申請人の住所氏名

四国中央市川之江町２８９３番地１

有限会社 富士住サービス 代表取締役 白石 一忠

３ 図面省略

�愛媛県告示第１１２４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１８年７月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

危険物取扱者法定講習会の実施について

消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１３条の２３の規定による平成１８年度危険物の取扱作業の保安に関する講習会を次のとおり

実施する。

平成１８年７月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 講習の種別、日時及び場所

種 別 日 時 場 所

� 給油取扱所において危険物の取
扱作業に従事する危険物取扱者を
対象とした講習

平成１８年１０月３日（火）午前９時 八幡浜市北浜一丁目３番３７号
愛媛県八幡浜地方局

平成１８年１０月５日（木）午後１時 松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県庁第二別館

平成１８年１０月６日（金）午後１時 松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県庁第二別館

平成１８年１０月１７日（火）午前９時 宇和島市丸之内五丁目１番１８号
宇和島地区広域事務組合消防本部

平成１８年１０月２３日（月）午後１時 大洲市東大洲２７０番地１
大洲市総合福祉センター

平成１８年１０月２７日（金）午前９時 西条市喜多川７９６番地１
愛媛県西条地方局

平成１８年１０月３１日（火）午前９時 四国中央市妻鳥町土居山乙１２７番地
愛媛県紙産業研究センター

平成１８年１１月７日（火）午前９時 今治市南宝来町一丁目９番地８
今治市総合福祉センター

平成１８年１１月２１日（火）午後１時３０分 新居浜市繁本町８番６５号
新居浜市市民文化センター

� 石油コンビナート等災害防止法 平成１８年１０月５日（木）午前９時 松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県庁第二別館

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 広見吉田線
宇和島市三間町曽根６６８番地先から

同町是能１４４４番地先まで
平成１８年７月２１日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１８松局建（開）第１５号

平成１８年７月５日
東温市田窪字門田８３５番３

東温市田窪１１７５番地２
渡 部 真 也
渡 部 真 子

愛 媛 県 報平成１８年７月２１日 第１７７９号
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（昭和６０年法律第８４号）第２条第
６号に規定する特定事業所におけ
る危険物施設（給油取扱所を除く
。）において危険物の取扱作業に
従事する危険物取扱者を対象とし
た講習

平成１８年１１月９日（木）午前９時 今治市南宝来町一丁目９番地８
今治市総合福祉センター

平成１８年１１月２１日（火）午前９時３０分 新居浜市繁本町８番６５号
新居浜市市民文化センター

平成１８年１１月２２日（水）午前９時３０分 新居浜市繁本町８番６５号
新居浜市市民文化センター

平成１８年１１月２４日（金）午後１時３０分 新居浜市繁本町８番６５号
新居浜市市民文化センター

� �及び�に掲げる危険物施設以
外の危険物施設において危険物の
取扱作業に従事する危険物取扱者
を対象とした講習

平成１８年１０月３日（火）午後１時 八幡浜市北浜一丁目３番３７号
八幡浜地方局

平成１８年１０月６日（金）午前９時 松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県庁第二別館

平成１８年１０月１７日（火）午後１時 宇和島市丸之内五丁目１番１８号
宇和島地区広域事務組合消防本部

平成１８年１０月２７日（金）午後１時 西条市喜多川７９６番地１
愛媛県西条地方局

平成１８年１０月３１日（火）午後１時 四国中央市妻鳥町土居山乙１２７番地
愛媛県紙産業研究センター

平成１８年１１月７日（火）午後１時 今治市南宝来町一丁目９番地８
今治市総合福祉センター

平成１８年１１月２２日（水）午後１時３０分 新居浜市繁本町８番６５号
新居浜市市民文化センター

２ 受講申請書の提出期間

平成１８年９月１日から各講習開催日の２日前まで（必着）

但し、受講申請書を提出した危険物安全協会管轄以外の会場で受講する場合は、平成１８年９月１日から各講習開催日の５

日前までとする。

３ 受講申請書の請求先及び提出先

� 請求先

各市危険物安全協会、各地区危険物安全協会、各消防本部、各地方局総務県民部県民生活課

� 提出先

各市危険物安全協会、各地区危険物安全協会

なお、受講申請書を提出した危険物安全協会管轄以外の会場で受講する場合は、返信用封筒（住所氏名を記入し８０円切

手を貼ったもの）を添えて提出すること。

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１８年７月２１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１８年７月１０日
特定非営利活動法人
えひめ子どもチャレンジ支援
機構

村 上 伸 二 愛媛県松山市上野町甲６５０番地
この法人は、青少年が主体的に企画・実施
するチャレンジ活動を支援する事業を行い
ながら、青少年の職業観や勤労観の育成、
健全な食生活に向けての意識・態度形成、
さらには対人関係能力の向上やボランティ
ア活動の推進を図り、公益に寄与すること
を目的とする。

愛 媛 県 報平成１８年７月２１日 第１７７９号
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古紙配合率100％再生紙を使用しています 

平成１８年７月２１日 印刷
平成１８年７月２１日 発行
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